別紙1（第35条関係）
	減免の理由
	減免基準

	1　災害等による減免
災害等により生活が著しく困難になったとき。
ア　全壊、全焼、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないときまたは、復旧不能のとき。


イ　主要構造部分が著しく損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。
ウ　家屋、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満を減じたとき。
2　収入の減少等による減免
事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。
ア　収入が皆無となったとき。

イ　前年と比べ収入が3分の2以下に減少した場合
ウ　前年と比べ収入が3分の1以上3分の2未満減少した場合
3　国外に居住または刑務所等に収監されていた場合


4　その他前各号に類する理由があったとき。
	

条例第4条第3号に規定する（以下「基準額」という。）の100分の75の減免
基準額の100分の50の減免

基準額の100分の25の減免





基準額の100分の75の減免
基準額の100分の50の減免
基準額の100分の25

国外に居住または刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額
町長が必要と認める額



